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｢2014みやぎアクション｣の｢女川原発の再稼働に関する公開質問｣と東北電力回答対照表

質問(2014.3.17) 東北電力回答(2014.4.1 1)

1 ､ 3年前の震災時の状況や､原発へのダメージなどに
ついて､これまで明らかにしてこなかった点の情報公開

を求める｡

①震災時の状況については､HPなどで公開はされて ��&��ｺI,9Fx,�.h.價ﾙ6H��ﾙOX-h,ﾉNﾘ･��8ｻX,亊h+R�
いるが､そこには写真などは非常に限定されたものしか �,JId�}�.(���8ｺi.�,舒�,8*ﾙ_�ﾙ����ｸ6x8�7X8ｲスﾈ�,��

ない○中越沖地震の際の柏崎刈羽原発での被害の公開 �,(*ｸ-ﾈ+X,JHｭhﾅxｴ�ｭh-h,ﾉ_�ﾙ�,�*�.ﾘ+�,HﾏiUﾈ+X,H*�.��
に比べても､全く少ないのではないかoまだ公開していな �-ﾈ+v�-ﾈ+ﾚH+ｸ.ｨ決､�6x8�7X8ｸ決､�,XｦﾙDh+8.ｨ,H*(.��
い写真や動画があればすべて公開してほしい○ 偃Ywi�ﾙOX-h,ﾈﾇ儖x,丑ﾘ･�,�,(*(,H,ﾚIh以靠iUﾈ+X,H*"�-ﾈ+z(��ﾈﾋH��|ﾙJﾙ6H�,ﾈ�8ｻZ8,�*�*(,JINﾘ･�鳧,ﾈ�2�ｻX.*IYﾈｸﾈﾎ8,ﾈ�8ｻY9�/����.)�ﾘ/�.�+�*(+ﾘ��{�,�.b�.芥+ｸ,ﾈ�8ｻX/�ﾏiUﾈ+X,H*�.�-ﾈ+x�ｸ+�.ｨ.x決､�,h+X,H,ﾚB�~�*h,��ｸ�ｨﾝ�,�,x,ﾉW鞏�,ﾈ,ﾘ+�.ｨ.)x陋ｪH�k雍�ｮﾘ."�5h鯖L(,ﾉFｩ��.)x陋ｨ,�,x,h*(,�+ﾚI&��ｸ,僵ｨ*H自Lｩ4�,��駟~�,X*�.芥+�.ｨ.x,ﾉ>�vX/�ﾌ)¥ｨ,佰iUﾈ+x.�+�,h,ﾘﾖﾈ*b�,H*�.�-ﾈ+�/��ｸﾚ�7�,h.�HﾏiUﾈ+x-x*ｸ.�,ﾈ,�,(*(,H,ﾚI4ｲ���,��陌�+X,H��.�+ﾘ*(,hﾖﾈ*h,H*�.�-ﾈ+r��

(診貴社はHP上でr女川原子力発電所の状況｣として､ ��.葦ｨﾉ��,�,x,�*�*(,HｦﾙDh+8.ｨ+ﾘ-�-�H�,ﾈ�8ｻR�
定期点検の実施状況について公表しているが､これで �,ﾚIh以靠iUﾈ+X,H*(-ﾈ+z(��ﾈﾋH��|ﾙJﾙ6H�,ﾈ�8ｻZ8,��
は実際に震災によりどれだけの影響を受けたのか全く分 �*�*(,JH+�.ｨ-ﾈ,XﾏiUﾈ+X,H*(.�,ｨ.�,X*�.�-ﾈ+r飄ｨｬxﾋ�?r�
からない.なかでも女川原発はかねてからひび割れや �+�*�*�.ﾘ.�5��,X,ﾚI&��ｸ決ﾗ�+�.ｨ-ﾈ,Yn)��,h,�.�.�,ﾂ�
配管の減肉などの問題を抱えていたが､.今回の震災で､ �-ﾈｦﾙDh+8.ｨ,H*�.�-ﾈ+�/��ｸ-ﾈ+ﾚH+�,ﾉ(h,X,ﾘ*�.ﾘ+�,JB�

それらの箇所がどのような影響を受けたのかが不明だ. �,9Fr�&��ｸ,�.h.價ﾙ6H��ﾙOX,ﾈ�8ｻX,h+X,INﾘ･�,ﾈ�8ｻR�
それらも含め､今回の数百ヶ所にわたる点検の結果､最 �.*IYﾈｸﾈﾎ8,ﾈ�8ｻY9�/����.)�ﾘ/�.�+�*(+ﾘ��{�,�.h.械�
も肉厚の薄かつたところはどれくらいか数値で公表して ほしい(号機ごと).また､r女川原子力発電所の状況 平成26年1月分｣では､｢ひび｣｢傷｣等の軽度の事象はな いとのことだが､これまでの点検でひびは全く見つかって いないのか?もし見つかっていたならば､最大でどれ ほどの長さだったのか明らかにしてほしい. �+ｸ,ﾈ�8ｻX/�ﾏiUﾈ+X,H*�.�-ﾈ+r��

③さらに､東京電力は福島原発事故について｢事故報 �)8ﾉfｹ&饑ｹ�饉ﾙvﾘ垰&��ｲ�,9Fx,亊h+x.傚y�ﾈﾋH��|ﾒ�
告書｣を作成しているが､東北電力では｢報告書｣は作成 價ﾙ6H,ﾈ�8ｻX,�,(*(,H,ﾚH+�.ｨ-ﾈ,X,丿ﾙDh+8.ｨ+ﾙd�}�."�
しないのか?女川原発も一歩間違えれば福島原発と ���8ｺi.�,舒�,8*ﾘ6x8�7X8ｸ,ﾈﾋH宿,i�鞜H/�ｭﾈ-�+ﾘﾆ�,Y_��
同じ状況になったことは明らかであり､やはり｢事故｣だつ 俛���,h+X,H,h.�-ﾈ,h-�,Hｭhﾅxｴ�ｭh-i/��+X,H*�.�-ﾈ+r����
たことには違いない○作業員の行動や､本社と現場のや りとりなど､女川原発で何が起こっていたのか､後世の ためにも詳しい報告書の提出を求める. ��ﾃ#9D綛ﾈ笘�ｲ�

2､今回の申請は､なぜ最新の3号機ではなく､ 2号機
なのか?

震災当時､1号機と3号機は稼働しており､2号機は定 傚y�ﾃ(ﾘhｴ�,ﾙ�ﾙOYYﾈｸﾈ*ｨﾜX.���*ﾚI�ﾈﾘhｴ�,��hﾗ8+X,B�
期点検を終え稼働準備中だったoそのことが3号機では ����ｸﾔ磯h/���邵+X,H*ｸ+ﾘ+�,h*�.zHｮ顏�&��ｹ:�58,ﾈﾊ��
なく2号機を先行した理由であるならば､2号機と3号機の �+ﾈ+X,僵ｨ*I���ｹUﾘ廁.)�ﾉ���ﾞﾉ�ﾈ,儺ｹwh,依ｸ�ｩ+(ﾛ�*｢�
震災による影響の違いを明らかにしてほしいo何が違つ ���-�.(+x*ﾚI�ﾈﾘhｴ�,��hｾﾈ*�,I�ﾉ���OX*ｩ��,�+ﾘ7h8�92�
たのか?3号機のほうがより大きなダメージを受けたと いうことなのか?もしそうであれば､その具体的な点を明 らかにしてほしい○ �6x,X*�.�+ﾘ-ⅹ�hﾗ8+X,I�ﾉ��+X+ﾘ.�,ﾈ,X*�.�-ﾈ+x�ｲ�



8､基準地震動を変更してきたことへの反省はないの
か?また､基準地震動以外に耐震設計にたいする基
準はないのか

①女川原発の耐震基準は､250ガル(S1).375ガル 舒顏�&��ｹ:�,ﾈﾟI.�,�*�+ﾘ,(,H,ﾚH+ｸ,ﾈ鳬5�,�*�*�.俐R�
(S2)-580ガル(SS)-1000ガルと何度も変更してきた○ ��i&ﾘﾊ�,�,x/�ﾖﾉ{h+X,Hﾉ�:(+X,H*ｸ-ﾈ+X+ﾘ�ｸ曁ｸ�,�,ﾘ齪甁�
2005年8月の宮城県沖地震の前から､東北電力は､｢お �4�,����ｹuI7委ﾈ�8ﾔ磯h.�ﾗ8**I&��ｸ,���+x.���9�ｸﾏﾂ�

よそ現実的ではないと考えられる限界的な地震による基 ��8-h竧.��x/�,X*ｸ-ﾈ+X+ﾒ�2���&��ｺH*�.h-�B繦&��ｸ*ｪC��

準地震動S2｣､という言い方で､375ガルの耐震基準を設 俘hｴ�(ﾘhｴ�8ﾘhｴ�,ﾈﾋH���ﾉｨ夊,ﾈｦX､ｸ,Xｬ��ｨ+8.ｨ+ﾘﾜR�
ナてきた(S1は250ガル)oしかし､宮城県沖地震に続 ��X���ﾉ7�&ﾈ,ﾚHｮ顏�&��ｹ:�58,���+x.俐Y�X咎9ｨ���ﾂ�
き､東日本大震災､さらに2011年4月の余震と､10年の �7�&ﾈ/�自YH�8��,�,H*(.�.�,ﾈ,ﾊH-�-ｩ:�9��ｨ,X*�.�-ﾂ�
問に3度も基準地震動を超える地震に見舞われてきた○ �+X+ﾖ�-ﾈ+ﾙJﾙ6H�,ﾙ�ﾘﾇi,ｨ.���8,�.(鉅+ZH益wi�ﾙOX,ﾂ�
これは､東北電力の見通しの甘さ-貴社が論拠にする 亢�Eﾈ*ｨ査鰄+8.ｨ,H*(.�+�,h/�ｦﾙDh+X,H*�.�-ﾈ+r靺���,ﾂ�
｢科学的根拠｣の誤りが露呈したものではないのか? 舒顏�&��ｹ:�,ﾈﾊ�+ﾈ+R�53����4ｸ8ｲ�,亊h+X,H,ﾚC2���&��

基準が甘かつたことに対する反省や謝罪はないのか? ��ｺCB繦&��ｸ*ｨｮ顏�&��ｹ:�54Bゴ��4ｸ8ｲ�/�自YH,ﾈ�ｯ｢�
1000ガルを超える可能性-｢残余のリスク｣については ���,Y+H曁+X+ﾙwh淑Zｩ�ﾘﾈｸ惠,h*(,�+ﾙ&ﾘﾊ�.*I�hｴｹ�xｮ��

どのような対策を考えているのか? 傀�,ﾉwhｸ�馼ﾘ�/�:X-ﾈ*h,H*�.�-ﾈ+x�ｸ-ﾈ+ﾚH�9uﾘ,ﾈ8ｨ5�4�.��ﾖﾉ{h+X,Hｮ顏�&��ｹ:�58,���+X,H.��Zｩ��*h*H.冰I7�/��ｦﾙ]ｸ+x.�.h*JI�ﾙOX,ﾉ���ｸﾔ磯h,偃h.��x/�,X*(.�,h+�.ｲ�,X*�.�-ﾈ+r�-ﾈ+ﾚI9h��ﾋH��|ﾙJﾙ6H�,ﾚIY�8y�bﾙJﾙ6B��,ﾈ馼ﾌﾉ9�/�:X-ﾈ*h+ﾙ6Hﾋ�.)~(ｷ�ｴ�Eﾈ,ﾈｦﾙ]ｸﾟH/�趙�-ⅸｦX顥�鞜H.�+x+x-�,H*�.蟹Jﾙ6H�,ﾈ���9�ｸﾏﾈ�8/���ﾘ,�,H*�.�-ﾈ+r��

②また､東日本大震災がそうであったように､地震の影 ��ﾙOX,ﾉ���ｹUﾘ廁,�*�*(,H,ﾚHｮ顏�&��ｹ:�,ﾉ�X*ｸ+8+�*��
響は瞬間的な最大の地震動だけによるのではなく､その �,X,ﾘ,�*ﾚI&��ｸ鳧,估ｨ.�*�*h+8.ｨ.况�.ｨ,ﾉ�X*ｸ+8.(鳧ｭB�
時間的長さ傾度にも大きく左右される｡そうした､基準 �,ﾉ+x+8/�ﾖﾉ{h+ZI�ﾙOX,ﾉ���ｹ�ｸ*ｨｦﾙ]ｸ+8.ｨ.�*�,x*H*�/��
地震動の大きさ以外の基準は設けていないのか? 丿ﾙDh+X,H*�.�-ﾈ+r�

4､フィルター付ベントについて､万が一の事故の際､最

大どれだけの放射能が外部に放出されるのか?ま
た､どのような条件でベントの決定がなされ､それは事
故からどれくらいの時間が想定されているのか?　新
たな設備としてrフィルター付きベント｣の設置が義務づ
けられ､貴社も設置への準備作業を始めているが､その
具体的な運用については全く不明である｡以下の点を明
らかにしてほしいo

①事故の際､どのような条件で｢ベント｣の作業に入る �7H4(8ｸ5��ｹWHｦ僞ｹvXｮﾘ7�986y�ﾙOX,ﾘﾋH���ｦ僞ｹvXｮﾙ>��
のか?その基準は? �,ﾈ�9|ﾘ*ｨ�8箞+X+ﾘﾝｸ,唏�9|ﾘ*ｨ�8箞+X+x*ﾈ,Hｦ僞ｹvXｮﾒ�

破損を防止すること等を目的に設置するものですo事故 
後にフィルター付格納容器ベント装置を使用するのは､ 
格納容器破損防止対策の有効性評価において､原子炉 
格納容器の限界圧力の到達地点と評価しておりますo 

②rフィルター付きベント｣の作動について､リアルタイ �7H4(8ｸ5��ｸ7�986x,ﾈ諍w�,�*�+ﾘ,(,H,ﾚH�j��>�,�,x,ﾂ�
ムで住民.国民に知らせるのか? 冉夷ﾉ�ｹ'X/�ﾗ8*H齪���ﾈ,h�Zｨ,仄i|ﾘ+X,H*�+�,�*ITｹwh*｢�

あると認識しており､万一フィルター付格納容器ベント設 

借を使用する場合には､関係機関への連絡等を実施す 
ることとなり､住民への広報がなされるものと認識してお 
ります 



③もし｢フィルター付きベント｣を作動させると､どれほど 倬hﾌﾈﾎ8,�7H4(8ｸ5��ｹWHｦ僞ｹvXｮﾘ7�986y�Y'X/�諍w�+x.��
の放射能が環境に撒き散らされると想定しているのか? �5�487�984�,�,(*(,H,ﾚHﾋH���ｦ僞ｹvXｮﾘ,ﾈﾌ�､X�9|ﾘ,ﾉ9��

その場合､原発周辺､また､周辺自治体は果たして何 �$(鳬5�,iUﾘ廁+X,H*�.芥,x,ﾉ/i7�,ﾈ鳧ｭH,ZH,x+�,ﾉ&�5��
mSVほどになるのか?それが､それぞれの地点に何 �-ﾈ,X7X8ｸ�ｸ8�*ｩ9�$(+x.�*�,h*(,�+ﾘ5h8X7�8ﾈ�ｸ5h8x98,ﾒ�

分くらいでブルームが到達するのかというシュミレーショ ンはしていないのか? 俎8,�,H*�.�-ﾈ+�/��

④その場合､避難するか屋内退避かは､何で決まるの 偖ｩj�,ﾉO�>�h柯,�,(*(,H,ﾚHｦX齪���ﾈ,�.h,�,HﾟI.�+2�
か?基準はあるのか? �.ｨ.�.�,ﾈ,X*�.�-ﾈ+x*ｪI9h��*�.xﾋH��|ﾘﾝ�･��鞜H轌�ｨ,��ｮ�,8*ｺIJﾙ6H�,ﾈ郢�ﾘ�8ｻX,��+h,Hﾇ亜ｨ駟�JH郢�ﾙW��&霓亶ﾘ駟�JI�9lｨｽ亶ﾘ駟�H,仞iZｨ+X,I,ｩ_�/�ﾗ8*H+�,h,b�+X,H*�.�-ﾈ+v�7H4(8ｸ5��ｹWHｦ僞ｹvXｮﾘ7�986y�ﾙOX,ﾈ諍w�,��險.�.h*H,磯i�H*ｩJﾙ�h+X+ﾘ�ｨﾘx,�,ﾘ7H4(8ｸ5��ｹWHｦ僞ｹvR�ｮﾘ7�986y�ﾙOX諍w���,唔~(ｷ�ｴ�Eﾈ,ﾈ腰�ﾒ虻ｹ�Xｴ�Eﾉ�"��H�9z�顋ﾈｸ雍�Eﾉ�(��,丼�9h+x.倬h�ｸ*ｩJﾙ�h+X+ﾒ�&丶ｸ,ZHﾋH��|ﾘﾝ�･��鞜H轌�ｩ9�,舒�,8*ｺH夐>��餔�."�O�>�*ｨﾗ8.ﾘ.ｨ.�.�,ﾈ,iDh�+X,H*�.�-ﾈ+r�

5､震災からの復旧もままならない中で､なぜ申請を出し

たのか?震災の教訓を学んでいないのではないか

震災から3年になっても､ 沿岸部の復興･復旧は遅々と
してすすんでいない｡そのような中では地域の防災計画
の策定もままならないのが現実だ｡事実､先の県による
原子力防災避難訓練でも､復旧が進んでいないことを理
由に｢震度5｣レベルの想定で､しかもほとんどの住民が
参加できない状況だ｡これでは､もし女川原発で事故が
起こった場合､とりわけ地震･津波とあわせた原発震災
が起こった場合は､住民は逃げることが非常に困難であ

ることは火を見るよりも明らかだ｡震災の教訓は､いかに
して住民を安全な場所に迅速に逃がし､十分な避難体
制をとることができるかというところにあるoそれは地震･

津波だけではなく､大雪や台風､竜巻など最近の異常気
象による影響も大いに考慮しなければならない｡それに
対する万全の態勢がとれていない中での再稼働への動
きは､東北電力の経済的利益のために住民の命や生活
の営みを犠牲にするものといっても過言ではない｡しっ
かりした地域･広域での防災計画と､その実施可能な態
勢の確立ぬきに再稼働するべきではないと考えるが.貴
社としてはどのように考えるか?

の安全レベルをめざした新規制基準が施行されたなか
で､当社が進めている安全性向上にむけた取組につい
て､この基準への適合性審査を原子力規制委員会から
技術的･専門的観点からうけることは重要と認識してお
り､今般女川原子力発電所の基準地震動SSを見直し､
設備耐力の評価にメドがついたことや､設備の確認･復
旧がより早く耐震工事が進んでいる女川2号基について

申請を行ったものであります｡また､立地自治体の地域
防災計画(原子力災害対策編)については､原子力災害
対策法(原災法)の改正や原子力防災対策指針の内容
を踏まえた修正が行われ､ upz圏内の自治体(県内5市
町)においても計画の新規策定を行っております｡当社
は関係自治体の地域防災計画と整合をとりつつ､福島
第一原子力発電所の事故の知見を踏まえ､防災体制を
強化すべく､原子力事業者防災業務の修正内容につい
て､立地自治体や県を通じてUPZ自治体のご意見を

伺った上で､原子力防災業務計画の修正を行っておりま
すo住民避難計画.=関しては､各自治体において検討
中であり､当社としても避難計画の重要性は認識してい
ることから､自治体からの要望をお伺いしながら､積極
的に協力していきたいというふうに考えております｡



6､ 30km圏内の自治体と安全協定を結ばないのはなぜ
か?地域の声をBflくことはないのか?

今回の福島原発事故が明らかにしたことの一つは､
いったん事故が起こるとその影響は立地自治体に留ま
らない､ということだ｡飯館村などは原発から50kmも離
れていたにもかかわらず､高線量のためいまだに人が住
むことができない｡本当に悔しい思いではないだろうか｡
したがって､原発の再稼働に際しては､立地自治体のみ
ならず､その周辺の自治体や住民の意見を聞き､納得し
てもらうことが､電力会社の最低限の義務と考える｡な
かんずく､原子力規制委員会でもupzに指定された原発
から30km圏内の自治体との安全協定の締結は､まさに

最低限中の最低限の義務だ｡現在､宮城県･女川町･石
巻市と結んでいる中身と同様の安全協定を結ぶことが､
まず何よりも求められていると考えるが､貴社はどう考え
るのか? ｢『地域の皆さまのご理解を得ながら進めてい
くこと』が重要と考えております｣ (東北電力ニュース)と
いうのは言葉だけか?

当社としては､世界長高水準の安全レベルを目指した

新規制基準が施行された中で､当社がすすめている安
全性向上に向けた取り組みについて､この基準への適
合性審査を原子力規制委員会から､技術的･専門的な
観点から受けることは重要と認識しており､新規制基準
への適合性の確認ができるだけ早期になされることは確

実な安全確保を図っていく上で重要であると考えており
ます｡ upZ自治体との協定は継続して協議中でありまし
て､今後関係する方々と引き続き協議を行い､ご理解を
頂いた上で締結できるように努力していきたいと考えて
おりますo upz自治体との協定は､原子力防矧こ備えた
対策をより有効に機能させる観点から､日頃より原子力
発電所の状況の情報提供や､異常時の情報連絡を行う
ことによりまして､ UPZ自治体の発電所の状況をよりご

理解いただくことを目的に締結するものと考えておりま
す｡地域住民のみなさまに対しましては､今後とも地域
の方々の声をしっかりと受け止めて､日頃からの対話を
積み重ねるなど､従来にもまして丁寧な取り組みに努め
ていきたい､と考えております｡

7,原発から出る使用済核燃料の最終処理方法が決
まっていないのに再稼働するのは倫理違反ではない
か?

小泉元首相なども主張しているが､現在国内では原発
からでる使用済核燃料の最終処理方法が確立していな
い｡六ヶ所再処理工場も稼働がままならず､また仮に稼
働したとしても､そこから出る高レベル放射性廃棄物の
最終処分場もまったくメドがたっていない｡現在､宮城県
では福島原発事故による特定廃棄物の最終処分場の
建設をめぐり､ 3か所の候補地の案がだされたが､いず
れの地域でも大きな反対運動が起き､住民の不安と怒り
が巻き起こっている｡原発から出る核のゴミの放射能レ
ベルは､特定廃棄物の比ではなく､まさに決定するのは

至難のわざと言わざるをえない｡誰でも､故郷を核のゴミ

置き場にしたくはない｡原発を動かすということは､確実
にこのような核のゴミを増やすことになることは誰でも分
かる｡産業廃棄物でも｢排出者責任｣が問われているな
かで､核のゴミについて､その排出者である電力会社に
責任が問われるのは当然だと思うが､どうか?これ以
上使用済核燃料(-核のゴミ)を増やすことは次世代へ
の負の遺産を残すことになり､倫理的に許されないので
はないか?

当社として.原子力発電は安全確保を前提にした上で
エネルギーの安定確保や低炭素社会の実現､さらには

経済性の観点から今後とも重要な電源であると考えてお
ります｡高レベル放射性廃棄物の最終処分については､
原子力発電環境整備機構(NUMO)を中心に､地点の
公募を行い､我々電気事業者も最終処分地や地層処分
の必要性を訴えてきましたが､これまで具体的な進展が
得られなかった状況を踏まえ､昨年(2013年)12月には､
国が前面に立って､最終処分に向けた取組を進めるとい
う方針が示されております｡当社としても､ NUMOとの連

携をさらに強化し､地層処分事業について国民の理解を
得られるよう取り組んでいきたいと考えております｡


